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はじめに 

 本研究では、欧米の気候変動政策決定プロセスを調査分析し、それを日本の

それと比較することで日本の政策立案過程の特徴を明らかにし、その結果明ら

かになった日本の政策立案過程の問題点の改善の提案を、主として政策の理念

とコストの観点から行う。これによって日本の気候変動対策（削減目標）がよ

り効果的かつ信頼できるものとなる。なお、欧米との政策決定プロセスをこの

観点から実施した研究は筆者の知る範囲ではない。 

 

１、EUの気候変動政策決定プロセス 理念先行型とトップダウン思考 

１－１ 2℃目標制定とその根拠 

 EU の気候変動政策立案の最大の特徴は理念先行型である点である。ここで理

念とは気候変動対策をどこまで進めるか、換言すれば気候変動対策の究極目的

は何かということである。 

 1992 年に締結された気候変動枠組み条約（以下 UNFCCC）は第 2 条におい

て究極目標を次の通り規定している。 

 

--- 気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気

中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極的な目的とする。 

そのような水準は、生態系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産が脅かされず、

かつ、経済開発が持続可能な態様で進行することができるような期間内に達成さ

れるべきである 

 

即ち、①温室効果ガス（以下 GHG）の濃度を危険でない水準で安定化すること、

②これを生態系が適応可能で食糧生産を脅かすことなく、かつ経済が持続可能

な態様で成長する時間軸で達成すること、である（下線、筆者）。IPCC（第 4

次報告書）ではこれを次の通り説明している。 

 

安定化水準の決定は、気候変動のリスク（緩慢な気候変動や異常気象及び一旦発

生すると不可逆なリスクで、食糧生産やエコシステムそれに持続可能な発展への

リスクを含む）と気候変動対策が経済の持続性を脅かすリスクのバランスをどう

とるかの問題であるa。

つまり目指すべきは過小な対策（気候変動のリスク）と過剰な対策（持続的経

済発展へのリスク）のバランスがとれるところまで対策を進めるということと

解釈できる。これは費用便益の考え方であるが、便益（対策により回避される

損害）の金銭評価の困難性や現在価値に換算する割引率に関する合意がないこ

ともあり、専ら UNFCCC 第 2 条の前半の部分、即ち危険でない濃度の探求に
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焦点が当たっていた。本来気候損害は気温上昇によって発生するものであるが、

条約では気温の安定化ではなく濃度の安定化とされている。この理由は、濃度

はある程度コントロール可能であるが気温は気候感度の不確実性があり制御不

能なためであるa。しかし避けるべき損害に焦点を当てると当然のことながら避

けるべき気温上昇が問題となる。 

こうした観点から EU では危険でない気温上昇の回避を政策目標とし、1996

年の閣僚理事会でこれを工業化から 2℃を上回らない範囲とすることで合意し

た。この決定に大きな影響を与えたと見られるのが前年 3 月の第 1 回気候変動

枠組み条約締約国会議（COP1）直前に発表されたドイツ政府の「気候変動に関

する諮問委員会（WBGU）」の報告書2である。報告書は気候変動対策実施に際

する判断基準として、①生きとし生けるものの保護、②過剰な気候損害の防止

の 2 点を挙げている。このうち特に重要なのは①で、これについては許容可能

な気温上昇という概念を用いている。具体的には最後の氷河期の平均最低気温

（10.4℃）、それに先立つ間氷期の平均最高気温 16.1℃をとり、上下にそれぞれ

0.5℃を加えた 9.9℃と 16.6℃を気温の上下限とし、この範囲を超えると生態系

に顕著な影響が出ると仮定している。これに対して報告書当時（1995 年）の地

球の平均気温は 15.3℃なので、上昇の余地は 1.3℃しかないという内容である。

しかし 1995 年に出た IPCC 第 2 次報告書によれば 19 世紀後半から当時（1995

年）までに気温は 0.3-0.6℃上昇とあるので、ここから数えると気温上昇余地は

1.6-1.9℃となるが、18 世紀後半の工業化からの気温上昇もあるのでほぼ 2℃目

標と整合する3。ここでは危険な気温上昇として人類が嘗て経験したことのない

それを想定している。なお、上記②については世界総生産の 5％を許容最大損害

額とし、その理由として東西ドイツ統一のコストを念頭に、気候損害が数十年

に亘って世界総生産の 3-5%に達すると社会の安定的状況が破壊され、大きな政

治変革が生じる可能性がある（即ち持続可能な経済成長が阻害される）として

いる。しかしこちらはその後次第に忘れ去られて現在に至っている。いずれに

してもWBGUのこの報告が翌年のEUの 2℃目標合意に大きな影響を与えたも

のと考えられる。 

上記から EU ではこれまでに経験したことがない気温上昇を避けるというこ

とから 2℃目標を定めたと考えられる。しかしこれを超えると「危険」かどうか

の説明はない。この点についてはその後も研究が続けられたが未だに明快な答

えは出ていない。どの程度の気温上昇をもって危険とするかについての代表的

 
a 気候感度とは濃度が倍増したときに気温がどの程度の上昇で最終的に安定するかの感度を表す言葉で、
IPCC第 5次報告ではこれを 1.5℃～4.5℃と推定しつつも best estimateについては専門家の間で合意でき

なかったとしている。つまり人為的活動と濃度まではある程度の確率でリニアな関係にあるが、同じ濃度

に対応する気温上昇の幅は実に 3 倍の開きがある。従って仮に気温上昇限度を決めてこれを達成しようと

しても、それを達成する濃度には大きな幅が生じてしまう。 
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考え方は容認範囲アプローチと呼ばれる方法でこの代表例がイギリスの Parry

らの研究である4。もう一つの考え方は、UNFCCC 第 2 条の対策不足による気

候損害と過度な対策による経済への悪影響のバランスの観点から、どこまで対

策を進めるべきかを決めるという費用便益アプローチで、William Cline や

William Nordhaus による著作5,6はこの代表的なものである（前者と後者の違い

は割引率の高低が主たるものであるがここではこれ以上立ち入らない）。しかし

現在に至るもアプローチの如何を問わず、2℃という閾値を超えたら危険である

と言うことを科学的に正当化するものはない。即ち EU の 2℃目標は政治的に決

めた目標と言うことが出来る。 

EUは 2005年の欧州委員会のプレスリリース7でも 2℃目標の根拠について上

記と同様の考え方で説明をしている。ここでは人類の活動の結果、現在の GHG

濃度は過去 45 万年以来の高さ（425ppnCO2e）となった。気候システムの反応

が緩慢なために、過去と現在の GHG 排出の結果として、気温は今世紀を通して

上昇を続け、特段の対策を取らなければ（BAU なら）2100 年には 1.4-5.8℃も

上昇する。最後の氷河期（7 万年から 11 万 5000 年前）に比べて現在までの気

温上昇がたった 5-6℃であったことを考えるとこれは憂慮すべき事であるとの

記述がある。さらに上述の通り 1996 年に EU 閣僚理事会が 2℃目標で合意した

が、その後の文献もこれを支持しているとして前記 Parry らの論文を挙げてい

る。Parry らの論文は危険な気温上昇を定義しようとした論文のうち代表的なも

ので、気温がどの程度上昇するとどの規模の人が損害を受けるかを調査したも

ので、水不足、マラリア、飢餓、沿岸洪水の 4 つの気候関連事象を対象として

いる。これは典型的な容認範囲アプローチによるもので、どこまでの気温上昇

が我々の許容できる限界かを論じている。上記 EU のプレスリリースでもこの

考えを受け入れている。しかしこの考え方で「危険な気温上昇」を科学的に決

めることは困難である。例えば何人が影響を受けたら危険というのか、また、

水不足とマラリアの重み付けをどうするのかなどすぐに疑問がわく。ここで重

要なことは、EU では 2℃目標決定に際して UNFCCC 第 1 項の「危険な」濃度

（およびその結果としての気温上昇）のみに着目し、第 2 項の持続可能な経済

発展（対策コスト或いは費用便益分析）の吟味をしなかったという点である。 

 

１－２ 2℃目標とコストおよび費用便益分析 

 2004 年に貧困、疾病など気候変動を含む世界の 10 の課題に対して、資源（リ

ソース）をどのように配分すべきかを費用便益の観点から順位付けを行ったコ

ペンハーゲンコンセンサスプロジェクトの結果が発表され8、ここで気候変動問

題の優先順位が低かったことから物議を醸したことがあった。これに刺激を受

けたかどうかは不明であるが、2004 年 3 月開催の EU 閣僚会議は中長期の気候
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変動対策の目標検討に必要として、欧州委員会に対して環境と競争力問題を考

慮した費用便益分析の実施を要請し、欧州委員会はこれに応えて分析結果を公

表した9,10。この概要は次の通りである。即ち、欧州委員会は特段の対策をとら

ない場合GHG濃度が現在の 425ppmCO2eから 2100年には 935ppmCO2にま

で増え、気温はおよそ 3℃上昇するとした上で、IPCC 第 3 次報告書を基に海面

上昇の影響、農業への影響、健康への影響、生態系への悪影響などを詳述して

いるが、その数量的評価（および金銭評価）については IPCC 第 3 次報告の該

当箇所bを引用して、文献は見あたらないとしている。この理由として GDP、人

口などの不確実性、金銭評価の困難性、割引率決定に際する世代間倫理の問題

を挙げている。 

その上で、当時のイギリス政府の研究を基に追加的に CO2 を 1 トン排出する

場合の損害（炭素排出の社会的費用、SCC）として€14-20、さらに高めの推定

としては€80 またはそれ以上としている。ただしこの計算には時間と共に低下す

る割引率（つまり損害が大きく出やすい方式）と途上国の損害を高めに推定す

る（従って世界の損害も高く表示される）equity weightingcを採用している点

に注意が必要である。この文書では Cambridge の Hope 教授の PAGE モデルの

結果やスエーデンの研究機関の研究などを引用しつつ、気温上昇に伴う上記

SCC を正当化している。これに対してコストは全員参加かどうか、2℃目標達成

の対策は世界共通炭素税を想定するのかどうか等で変わるとしつつ、世界共通

炭素税を前提としたモデル計算の結果として、たとえばオーストリアの研究機

関（IIASA）と IPCC 第 3 次報告から、前者は 400ppmCO2（500ppmCO2e に

相当）を目標とする場合の 2100 年のコストは GDP の 0.6-1.1%（相違は BAU

の違い）、後者は 2100 年に 450ppmCO2 を目指す場合として GDP の 1-4%減な

どを挙げている。しかし EU の分析はここでとどまり、2℃目標の費用と便益の

比較、あるいは費用と便益が均衡する最適気温上昇には踏み込んでいない。 

 

１－３ 理念先行と節目節目の影響評価  

 以上 EU の 2℃目標決定の経緯と根拠について論じ、2℃目標は科学ではなく

政治的決定（価値判断）であること、費用便益分析はその後も行われていない

ことを示してきた。とはいえ一旦 2℃目標を採用した以降は、すべての対策がこ

の達成にベクトルを合わせているという意味で政策に一貫性がある。そしてそ

うした政策の提案に際しては相当程度影響評価分析を行っている点は、日本の

政策決定プロセスと比較して学ぶべき点は多い。いくつか例を挙げる。 

 
b 原文は“comprehensive, quantitative estimates of the benefits of stabilization at various levels of 

atmospheric concentrations of greenhouse gases do not yet exist”. 
c 同程度の損害でも途上国の場合所得が低いこともあって金銭表示にすると先進国よりも損害額が低めに

出る。これを高めに調整する方式 
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 まずはポスト京都（2020 年）に向けた EU の戦略である。欧州委員会は 2007

年 1月に 3月の閣僚理事会向けに 2℃目標達成のための 2020年以降の戦略文書

11を公表した。ここでは 2℃目標の重要性を改めて支持しているが、この文書の

うちで最も注目すべきはポスト京都議定書に関する先進国の義務で、先進国は

2020 年の GHG 排出量を 1990 年比 30%削減することを世界に約束することで

指導的役割を果たすべきで、更に 2050 年には 60-80%削減の約束をすべきだと

いう点である。2050 年の先進国の削減目標のアイデアが示されたのはこれが初

めてだと思う。この淵源は 2℃目標にあり、それを絶対視した上で、トップダウ

ンで先進国の削減量を示したものである。最終的にこれが EU の公式ポジショ

ンとなった。欧州委員会の文書では 12 の CCS 実証大型プロジェクトの実施や

EUETS の強化など目標達成の具体的提案も行っている。この文書には別途モデ

ルを用いた詳細な影響評価12（Impact Assessment）が付随している。それによ

れば世界（EU）の GDP は 2020 年には 2005 年比 53％（35％）増、2030 年に

は同 101％（58％増）となるが対策コストは 2020 年に GDP の 2％（2.8％）、

2030 年には同 4.6％（5.8％）程度で GDP の成長率を 2005 年から 2020 年まで

は年率 0.14%（0.19%）、2030 年までは 0.19％（0.24%）下げるに過ぎないと主

張している（影響評価文書 46 頁）。 

モデル計算を行うに際して目標とする気温上昇を達成する GHG 濃度が必須

の情報となる。この点に関して影響評価では学者（Meinshausen 教授）の研究

を引用しつつ、2℃を達成する確率が 5 割程度となる濃度として 450ppmCO2e

を提唱し（影響評価文書 31-32 頁）、以降 2℃目標＝450ppmCO2e の関係が世界

で定着するきっかけを作った点は特筆に値する。 

 影響評価の例をもう一つ挙げる。EU はパリでの COP21 に向けて 2014 年 10

月の閣僚理事会で法的拘束力ある 2030年のEU目標として 90年比 40％減を決

定し、パリ合意の後に UNFCCCC に提出した EU の自主目標にもこの目標が掲

げられたd。これは同年 1 月の欧州委員会の提案13を受けて決定されたものであ

るが、この提案には影響評価が付帯していた14。ここでは当時の 2020 年 20％削

減目標では EU の長期目標達成には不十分としつつエネルギー安全保障や競争

力への影響も考慮することの重要性も指摘している。その上で GHG 削減として

35-45％の幅をとり、これに再エネやエネルギー効率目標を加味した中から 7 つ

のシナリオ（41-42 頁）を中心に影響評価を実施している。BAU としては 2030

年に GHG 排出は 90 年比 32%減、再エネシェアー24%、エネルギー効率向上を

21%としている。GDP への影響はケンブリッジ大学のモデルを使って EUETS

 
d 但し 2014 年 3 月のロシアのクリミア侵攻で気候変動問題の優先順位が相対的に低下したこと、それに

リーマンショック以後の EU の経済停滞が重なりポーランドを中心とする東欧諸国が反対する中で、域内

での配分問題で西欧が譲歩の結果、漸く合意が成立したものである（2014年10月20日付Financial Times）。 
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のオークションや非 EU 部門での炭素税の有無、オークション収入の使途など

を試算し(表 1)、いずれの場合も 2030 年時点では GDP の 0.1～0.43%と 1％以

下に止まるとしている。しかしこれはモデルによる最小費用計算（全て共通炭

素税での削減）なので実際にはこれを遙かに上回るコストとなると思われる）。 

 

（表 1）GHG4 割削減のケース別 GDP への影響（2030 年） 

オークションによる 排出権配分 発電部門のみ 発電部門のみ 発電部門のみ 全部門

非EUETS部門での 炭素税導入の有無 なし なし あり あり

オークション収入及び 炭素税収入の使途
消費者への

補助金

雇用収入への

減税

雇用収入への

減税

雇用収入への

減税

リファレンス比 GDP変化（％） -0.45% -0.40% -0.21% -0.10%
 

出典：参照文献 14 84 頁 

 

それはともかく、この後にセクター別の影響（排出権の配分がオークションか

どうかで違うが、鉄鋼への影響が最大）、雇用面への影響など詳細な分析を行っ

ている。競争力問題に関しては EUETS の無償配分でかなり回避できるとしつ

つ、産業ごとの内容をよく見る必要がある旨指摘している。なお、EUETS につ

いては 2020 年までは Allowance の供給過剰と再エネ目標の存在で価格は大き

く低迷するが 2030 年にはシナリオによって€11-53/tCO2 程度になると予想し、

仮に GHG 削減のみであれば€53、再エネと省エネ目標も併存する場合には（削

減コストの高い技術が優先されるため）EUETS 価格は最低となっている（影響

評価文書 140 頁の表）。これは各種政策を混在することの非効率性によるもので

ある。 

EU の影響評価に関し上記二つの例を挙げたが、EU の重要政策決定に際して

影響評価が重要な役割を果たしている点が明らかになったものと思う。但し、

EU の影響評価は往々にしてコストを実際より小さく見せる嫌いがある。例えば

2015 年のパリでの COP21 に向けた戦略文書「The Paris Protocol – a blueprint 

for tackling global climate change beyond 2020」15では低炭素社会への移行は

経済成長と両立すると言い切っている。この根拠は同日付で発表された付属文

書16の表 2 にある。これはモデルによる計算であるが、それによれば対策無しの

場合、2020-2030 年の 10 年間の世界の成長率は年 3％と見込まれるが。2℃目

標と整合性を有する 2030 年の排出削減経路の場合には、10 年間の年間 GDP 成

長率は 2.87％と 0.13％の減速にしかならず、炭素税収入を間接税減税に回すと

この差はさらに 0.09%に縮まるとある。しかしこの表現は対策コストを低く見

せるという意味で極めてミスリーディングである。具体的にたとえば 2030 年の

GDP ロスは BAU に比べて何%になるかは全く示していない。また、これはモ
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デル計算であり当然のこととして世界共通炭素税を前提としているがこれはあ

まりにも非現実的である。対象は異なるが各国の NDC の合計削減量を最小費用

で達成する総コストと、各国が自国の NDC を最小コストで達成する場合のコス

トの合計を比べた文献17では、後者は前者の 6.5 倍にもなる。さらに現実には各

国共に最小費用の政策は採っておらずその結果実際のコストは世界最小費用の

政策に比べて桁違いに大きくなろう。こうした計算は通常のモデルでは困難で

あるが、少なくともコストについてはこのような注釈を付すべきであるにも拘

わらず、こうした点への言及はない。さらに、仮に対策によるコストがこの程

度だとしたらそれによって回避できる気候損害（便益）はどの程度かというい

わゆる費用便益の考え方は全く入っていない。実際に便益の計算には損害の金

銭評価など各種困難を伴うが、その場合でもこうした事情で便益の計算は行っ

ていないという事実を明確にすべきであろう。 

 

１－４ 抜けきらないトップダウンの思考方式 

少し年代は遡るが、2009年12月のコペンハーゲンにおけるCOP15に向けて、

欧州委員会は同年 1 月に閣僚理事会宛てに「コペンハーゲンでの総合的な気候

変動条約締結に向けて」と題する文書18を公表した。ここでは 2℃目標や 2050

年世界排出量半減、それに先進国全体として 2020 年に 30%削減と言う意味では

前節で紹介した 2007 年の戦略文書と変わらないが、一人あたり GDP（負担能

力）、GHG/GDP（削減ポテンシャル）等 4 つの指標を基に先進国全体として 30％

削減の Burden Sharing 案を出している。たとえば EU24％減、アメリカ 34％

減、日本 29％減と言った内容である（いずれも 2005 年比）。この案は閣僚理事

会に受け入れなかったとはいえ、ここに典型的な EU のトップダウンの考え方

が如実に表れている（なお欧州委員会はここで初めて一人あたり排出量均等化

の考え方を打ち出している）。しかしコペンハーゲンではこのトップダウンの考

え方は他国の容れるところとならず、各国が自主的に目標を提出するという方

式への転換点となった。これまで世界の気候変動政策をリードしてきた EU が

主役から降り、アメリカと中国・インドなど新興途上国がこれに代わったとい

う意味で、気候変動の国際交渉に関する大きな転換点であった。 

それにも拘わらず EUは前述の 2015年のパリでの COP21に向けた戦略文書

では相変わらずトップダウンに固執した。その内容は先ず 2℃目標を譲れない目

標として掲げ、2020 年のプレッジでは目標達成に不十分であるので、各国の事

情は配慮するものの各国の目標を法的拘束力あるものとし、全体として 2050 年

に 2010 年比 60%削減（これは 2000 年比 50%削減に等しい）を目指す。合意内

容は京都議定書同様 UNFCCC の下での議定書とするというものである。同日

付で公表された既述の付属文書では、G20 加盟国の GHG 排出プロファイル（過



環境経済政策学会報告論文 2017 年 9 月 9/10 日 

 

9 

 

去の実績、将来予想、一人あたり排出量など）を示した上で、2030 年の排出量

として EU（1990 年比 40％減）、アメリカ（2005 年比 43%減）、中国（GDP 比

CO2 原単位 70％改善）を挙げている（計算方法は不明であるが、これ以外の国

については表でなく図で示されており正確な数値を知ることは出来ない。日本

について見ると 2005 年比 35％減程度である。付属文書 7 頁）。この数値の当否

はともかく、EU はパリでも 2℃目標を対策目標とし、これを達成する為の排出

量をトップダウンで各国に割り振る方式を考えていたことになる。このシナリ

オはパリ合意で最終的に破綻した。 

以上から EU の気候変動政策決定プロセスの特徴をまとめると、対策の究極

目標（理念）として 2℃目標を決めた後は、全ての対策がこの達成に向けられて

いること、この必然の結果として目標達成のために各国がトップダウン方式で

削減目標を負うこと、全体を通して費用便益分析は無いが政策決定に際しては

コストは必ず示されること、ただしそのコストは（モデルの制約上やむを得無

いことではあり、これはEU以外のコスト計算にも当てはまることではあるが）

世界共通炭素税導入による最小費用であり実際よりもかなり低めに表示される

こと、となる。 

 

２、イギリスの気候変動政策立案プロセス 法定化された目標及び手続き 

以上 EU の政策決定プロセスについて述べてきた。ここで同じ EU の一員で

ありながら独自の長期目標を掲げ、それに向けて 5 年ごとの炭素予算を法律で

規定しているイギリスについて検討しておきたい。 

２－１ 気候変動法（CCA）制定と中・長期目標の制定 

イギリスが本格的に気候変動問題に取り組み始めたのはブレア首相在任中の

2006 年秋の Stern Review（The Economics of Climate Change19）をもって嚆

矢とする。既述の通り EU では 2℃目標を費用便益面から正当化することが出来

ずにいた中で、この書物は費用便益面からも大幅削減に根拠を与えるものとし

て歓迎された。同書で Stern は特段の対策をとらない場合、シナリオにもよる

が気候損害は市場損害が GDP の 5%、非市場損害を含めると 14.4%、南北間の

損害の重み付けをする（つまり途上国の損害を大きく見る）とこれが約 20%と

なるとしている（186-187 頁）。これに対して濃度を 450-550ppmCO2e の範囲

で安定化できれば気候変動の最悪の事態は避けられる。500-550ppmCO2e で安

定化する為の対策コストはGDPの約 1％なので直ちにこのレベルに向けて対策

を進めるべきである（xvii 頁）と述べている。しかしこれについては純時間選

好割引率を 0.1%と極端に低く見ていること20、本来は対策により回避される損

害（便益）と対策コストを比較すべきであるのに対策無しの損害と対策コスト

を比較していること等から経済学者を中心に多くの批判が出され、現在ではこ
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れをもって 2℃目標の根拠とみなす専門家はほぼ皆無である。 

 2008 年にイギリスは政府とは独立の組織である気候変動委員会（CCC）を設

立し、その勧告に従って 2050 年の同国の排出量を 1990 年比 80％減と明記した

気候変動法（CCA）を制定し、この中で 2050 年に向けての 5 年ごとの排出目

標（炭素予算）を当該予算期間開始の 12年前までに定めること、その予算は 2050

年目標と整合性を有さねばならぬことを定めた。この他炭素予算は CCC の勧告

を受けて決めること、CCC の勧告及び政府の決定に際して気候変動の科学的知

見、対策技術の状況、経済的影響（特に経済全体および特定業種の国際競争力

への影響）、エネルギー政策への影響等を考慮することも法律で定められた。中

長期目標及びそれを定める手続きの法定化がイギリスの気候変動政策の特徴で

ある。実際これに基づきあらゆる政策について必ず費用と便益面での分析が公

表されている。また、参考までに現時点で法律で規定された炭素予算（5 年間の

累計排出上限）を下記に掲げる。EU 全体の 2030 年目標が 1990 年比 40％減で

あるのに対して、イギリスは 57％減と意欲的である。 

 
表２ イギリスの炭素予算 

第１炭素予算 第２炭素予算 第３炭素予算 第４炭素予算 第５炭素予算
(2008-2012) (2013-2017) (2018-2022) (2023-2027) (2028-2032)

排出量（5年間）
MtCO2e

3018 2782 2544 1950 1725

90年比 △23% △29% △34% △50% △57%

イギリス政府の発表資料を基に筆者作成 

 

 ここで CCC の勧告21によりつつイギリスの長期目標（2050 年 80％減）の根

拠を説明する。先ず①世界全体として工業化以降 2100 年までの気温上昇限度と

して 2℃目標を受け入れe、次に②これを達成するための世界全体の排出経路を

複数求めた上、これから 2050 年の世界全体の排出目標を求め、その中で③イギ

リスが負担すべき排出量を推定し、これを以てイギリスの 2050 年目標とすると

いうものである。この結果③が 1990 年比 80％減となるのでこれをイギリスの

長期目標とするということで、極めて論理的な決め方である（但し気温上昇に

伴う損害増加には触れているがなぜ 2℃でなければならないかについての論理

的説明はない）。具体的には世界の排出量ピークとして 2016 年と 2028 年を想

定し、そこから毎年 1.5、2、3%ずつ排出を減らしていく排出経路を描く（前者

のみ 4％のケースも追加）。但しイギリスの場合単に 2℃以下を目指すのではな

 
e 正確に言うと理想的には 2℃以下に止めることであるが、既に排出と濃度が上昇しており且つ気候感度

の不確実性もあるので、これを高い確率で実現することは不可能である。とはいえ 2℃を超えることは人

類の福祉への危険帯への突入を意味するので 2℃に出来るだけ近い気温上昇を目指し、極端に危険が増加

すると判断した 4℃を超える確率を 1％以下に抑えることを併せて目標とすることを CCC は提案している。

これから明らかなとおり、2℃目標自体は所与として受け入れている（参照文献 2216 頁）。 
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く、4℃を超える気温上昇の損害は巨額となるのでその確率を 1％以下にすると

の追加条件を与えている。結果としては 2016 年をピークとして以降年 3％或い

は 4%ずつ排出量を減らす排出経路のみがこの要件を満たす（図 1）。前者の場

合の 2100 年の気温上昇の中央値は 2.2℃、後者は 2.1℃であるが、2℃を超える

確率は前者が 63%、後者が 56%としているf。この 2 つの排出経路を基に 2050

年断面の世界の許容排出量を求め（これはこの時点比では約 5 割となるg）、それ

を2050年の推定世界人口で除すことで一人あたり排出量を算定し、これを2050

年のイギリスの推定人口に乗じることで 2℃目標達成のイギリスの 2050年排出

量を得る。これが 1990 年比 8 割減となるので、2050 年の 90 年比 80％減を以

てイギリスの目標とした。こうした長期目標の決め方はイギリスにのみ見られ

る特徴である。なお、上記から明らかなとおり、イギリスは 2℃目標達成に向け

ての各国の Burden Sharing の基準として最終的には一人あたり排出量均等化

を考えていると解釈できる（既述の通り EU で同様の考えを打ち出したのは

2009 年のことであった）。後述の日本の長期目標と比較するとその相違が顕著

である。 

 

（図１） 排出経路と気温上昇の確率の関係 

 

出典：参照文献 22 Figure 1.11 (25 頁)。横軸は 2100 年の世界の平均気温上昇度合い、縦

軸は横軸の気温上昇を超える確率。2016: 1.5%とは 2016 年をピークとして以降毎年

 
f この試算は気候感度次第で大きく変わるものであるが、CCC の勧告（参照文献 22）の技術では IPCC 他

各種文献に当たった結果、2004 年の Nature 誌掲載の Murphy, J. M., et al. (2004) Quantification of 

modelling uncertainties in a large ensemble of climate change simulations のそれをとるとある。同頁の

Figure 7 を見ると気候感度の幅は 2℃-5℃（5-95％の範囲）Median は 3℃弱となっている。この是非は別

にしてこうした点まで検討した上での CCC の勧告であるという点が重要と考える。 
g 2050 年の世界の排出量は年 3％ずつ削減だと 239 億トン、4％削減では 196 億トンでこれは 2007 年比

ではそれぞれ 50％、59％減となり、2007 年（ドイツ）、2008 年（日本）の G8 での起算年無しの 2050 年

世界半減目標のコミットメントにほぼ整合するとしている。 
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1.5％ずつ排出を減らしていく排出経路、赤と水色の経路は同じく 2016 年をピークにす

るが以降の削減率を 3％或いは 4％とする経路。茶色の線では 2100 年に 4℃を超える確

率が 1％以上となる。 

 

２－２ 世界半減目標の費用便益分析 

 イギリスの気候変動政策の特徴は費用と便益の計算がしっかりしていること

である。先ず 2050 年世界半減目標の費用便益分析であるが、CCC は世界規模

での排出権取引を前提とすれば 2050年時点でのコストはGDPの 1～3％程度と

し、気温上昇による膨大な損害に比べれば対策のコストは遙かに小さいとした

上で、気候損害に関して極めて精緻な議論を展開している22。具体的には市場及

び非市場損害や不可逆な大災害よる金銭評価を含む等の理由で 5 つのモデルの

うちからケンブリッジ大学の Hope 教授を中心とした PAGE モデルを用い、気

候感度を当時最新の知見であった IPCC第4次報告の2～4.5℃（最良推定値3℃）

に対して安全度を見込んで 2～5℃（最良推定値 3℃）と高めにとり、気温上昇

と損害の関係を示す損害函数については PAGE モデルのそれを参考にしつつ係

数としてそれより高めの 1、2、3 倍乗を用いているh。この通り気候感度や損害

係数を高めにとるので損害が大きめに出る（逆に言えば対策により回避される

損害＝便益が多めに出る）点に注意が必要である。気候損害は長期に亘るので

将来損害の現在価値を得るための割引率次第で大きく代わる。イギリス政府は

割引率として各種学術研究を参考に 0.1、0.6、1.5%、それに時間と共に漸減す

る率を用いている（ただしここでは通常の社会的割引率ではなく、純粋に時間

の概念のみを論じる純時間選好割引率を問題としているi）が、便益は割引率が

高い（1.5%）場合は 40 兆ドル、低い場合（0.1%）は 372 兆ドルと試算した上

で全ての割引率の下で便益＞コストとなるのでこれを実施すべきとしているj。

気候感度や損害係数の仮定で損害を大きく見せる（便益を大きく見せる）嫌い

があるものの、考え方は理路整然とし、且つ透明性も高い。また、割引率につ

いても一定率を超えると費用が便益を上回ることに触れるなどバランスのとれ

た内容となっている。 

 

２－３ イギリスの中期目標に関する費用便益分析 

 以上 2050 年世界半減目標の費用便益分析であるが、イギリスの 5 年ごとの中

期目標（炭素予算）の分析はどうか。ここでは最新の 2030 年を中心とした 5 年

 
h 損害関数とは気温上昇が 2 倍の場合の損害の大きさを示す。1 は損害は気温上昇の 21倍（つまり 2 倍）、

2 は損害が気温上昇の 22倍（つまり 4 倍）、3 は同 23倍（つまりに 8 倍）になることを示す。標準的な PAGE

モデルでは係数として１、1.3、3 乗倍を用いている（参照文献 22、7 頁）。 
i CCC では従来の研究として、Nordhaus 3％、イギリス財務省のグリーンブック 1.5%、Stern 0.1%、

Weitzman 時間と共に漸減、等を紹介している。 
j CCC の計算では純時間選好率が 2.25%と 2.5％の間より高くなると費用＞便益になる（この場合経済成

長率なども勘案した社会的割引率は約 5％）。如何に割引率が重要かを示す例である。 
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間を対象とした第 5 次炭素予算（90 年比 57％減）に関してイギリス政府が実施

した影響評価23の結果を示す。 

 

（表 3） 第 5 炭素予算 各オプションに関する影響評価 

オプション １，追加対策なし
２，第3炭素予算から2050年

目標に向けて
直線的に同量を削減

３，CCCによる勧告
４，第4炭素予算から2050年

目標に向けて
同率で削減

炭素予算
Mt CO2e

2100
（うちEUETS対象部門

590）

1830
（うちEUETS対象部門

590）

1725
（うちEUETS対象部門

590）

1670
（うちEUETS対象部門

590）

1990年比削減率 47.5% 54.3% 56.9% 58.3%

正味便益2016年価格

Best estimateと幅
(割引率3.5%）

0
￡12.6B

(6.9-20.9)

￡5.5B

(△14.5-28.8)

- 0.1

(△28.6-30.0)

CCCのコメント
2050年目標を費用効果的に

達成するには
全く不十分な削減

2050年目標を費用効果的に
達成するには
不十分な削減

CCC勧告より意欲的

経済全体への影響

炭素予算のオプション

CCCの勧告（オプション3）を国内対策で実施する場合は2030年のGDPは0.25-0.7%減少。
オプション2の方が影響が少ない。

但しここには環境へのプラスの影響は含まれず、イノベーション促進効果も含まれない。  

出典：参照文献24を基に筆者作成 

 

ここでは CCC による勧告（表のオプション 3）を含む 4 つの選択肢（オプショ

ン 1 は特段の追加的対策をとらない場合）の正味便益や経済全体への影響を示

したものである。表から見る限りオプション 2 が最善に見えるが、これは炭素

予算の 5 年間のみを対象とした Static（静的）分析であること、実際には例え

ば技術の入手可能性、エネルギー価格、炭素価格など種々な要素の変動によっ

て大きな影響を受けるのであくまで暫定の数値と捉えるべきこと、2050 年まで

の大幅削減を費用効果的に行うにはオプション 2 の削減では不十分である（後

になるほど削減コストが高くなる）こと等の理由でオプション 3（つまり CCC

の勧告）をベストとしている。この判断の是非には議論があると思われるが、 

少なくとも費用と便益を議会と国民に示して説得材料にするという姿勢は貫か

れている。 

 以上、イギリスの中・長期の目標制定プロセスを概観してきた。EU に比べて

も論理性と透明性にすぐれているが、この根底には気候変動法によって削減目

標及びそのための政策立案に際して考慮すべき事項が定められている点にある。

しかしこの事と本当に目標が達成可能かどうかは別次元の問題である。実際

2015年のキャメロンによる保守党単独政権発足以来気候変動対策は後退してお

り（例えば 2015 年 11 月の CCS 商業化実証プロジェクトに関する 10 億ポンド

の予算の撤回等）、今後は Brexit 交渉を進める中でこの傾向は更に強まると思わ

れる。また、CCC の昨年の報告25では 2030 年目標達成に必要な削減量のうち

47%（量にして 1 億トン）はそのための具体策が無い状況（13、15 頁）である
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点、指摘しておく。 

 

３、アメリカの気候変動政策立案プロセス コスト重視 

  アメリカの気候変動政策の特徴は理念軽視と短期のコスト重視である。前者

は EU と著しい対照をなし、後者は日本と大きく異なる点である。 

３－１ お題目としての 2℃目標 

 これまでアメリカが世界に対して政策のあるべき理念として 2℃目標を掲げ、

これを以て他国を説得しようとしたことは一度もない。2℃目標は既述の通り

EU 発の目標であり、EU は G8 等を通してこれをアメリカに認めさせることに

躍起になっていた。実際 2007 年のドイツ・ハイリゲンダムサミットではメルケ

ル首相が当時のブッシュ大統領にこの目標への賛同を強力に働きかけたが拒絶

され、オバマ大統領に交代した 2009 年 12 月のコペンハーゲンでの COP15 で

「気温上昇を 2℃以下に抑えるべきとの科学的知見を認識しつつk」気候変動対

策を強化するとの文言に合意した経緯にある。このことはアメリカの研究者が

気候変動の究極目標に関して全く意見を言わなかったことは意味しない。実際

アメリカの研究者による「危険な気温上昇」とは何かに関する研究は多々ある
26,27。問題はアメリカ政府としてはこの点に関心を示さず、議会も国民もこの点

を問題にしていないということである。2℃目標（理念）は今世紀末以降の話で、

アメリカ人にとってはこれは全くの願望（aspirational）で、専ら関心は短期の

コストにあるものと思う。従って 2℃目標を達成する為に世界全体として 2030

年、あるいは 2050 年までの排出量を一定量以下に抑え、そのために各国の排出

量をこうせねばならないとのトップダウンの発想は全く無い。 

 長期目標について一つ例を挙げる。コペンハーゲンでのCOP15に向けて2006

年から 2009 年にかけてアメリカで多数の Cap & Trade 法案が提出されたが、

例えばこのうち最も実現可能性があり、下院は通過したが上院で頓挫したのが

Waxman-Markey 法案（以下 W-M 法案）である。ここでは IPCC や全米科学

アカデミーなどによる科学者の研究の結果この原因が人為的であることが分か

ったとして、温暖化緩和の必要性を述べると共に、科学的知見を政策決定の基

礎とするとの意志が明示されている。この科学的知見の中には対策の究極目標

も含まれるが、法案では工業化以降気温が２℃上昇或いは GHG 濃度が

450ppmCO2e を超える場合、またはこれらに代わる別の閾値がある場合には、

 
k 原文は recognizing the scientific view that the increase in global temperature should be below 2 

degrees Celsius である。これは COP15 に先立ち同年 7 月のイタリア・ラクイラの G8 での首脳宣言での 

We recognise the broad scientific view that the increase in global average temperature above 

pre-industrial levels ought not to exceed 2°C と基本的に同じである（後者には broad という言葉が抜け

ており、且つ両方共に 2℃目標を accept ではなくそうした科学的見解を認識するとなっているところに留

意が必要である）。 
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それを超えるとどのようなリスクに直面するか等への言及の義務が明記され、

更に W-M 法案によるアメリカの対策が（国際的行動と相まって）工業化以後の

気温上昇が２℃を超えないかどうか、あるいは EPA が適切と判断するこれ以外

の気温上昇を回避するのに十分かどうかについても報告することとされている

（下線筆者）。要は 2℃目標ありきではないのである。 

なお、長期目標との関連でいえばアメリカはあくまで技術革新で対処しよう

とする姿勢が強く、この点は日本に近いが、逆に欧州では相対的に技術よりも

政策（例えば炭素税の引き上げや規制強化、及びその結果としての技術革新へ

の期待）に頼る傾向が強い点付言する。 

 

３－２ コスト重視 

 アメリカでは 1992 年の UNFCCC、1997 年の京都議定書、2006-2009 年に

議会に提出された Cap and Trade 法案、最近の既存発電所を対象とした CO2

排出規制であるクリーンパワープラン（CPP）など節目節目の条約、法律、規

制に関して全てコスト計算を行っている（ただしパリ協定に基づくアメリカの

プレッジについてはコストの提示はない）。また、このうち CPP については詳

細な費用便益分析を実施している。以下この辺りを個別に見ることでコスト重

視の政策立案というアメリカの特徴を浮かび上がらせることとする。 

 先ず UNFCCC 以前の状況について述べる。1990 年に当時の大統領経済諮問

委員会（The Council of Economic Advisors、CEA）は Nordhaus をはじめとす

る専門家の助力を得て気候変動に関する初歩的な分析を行った。その結果は、

将来の気候変動については極めて大きな不確実性があること、オゾン層破壊防

止対策と異なり化石燃料の代替には大きなコストがかかるとしている。ここで

は気候変動対策のコストを計算するモデルはまだ初歩の段階であくまで暫定的

としつつ、最近の研究として 2100 年までにアメリカの CO2 排出量を 20%削減

するコストは 8000 億～3.6 兆ドルと見積もられ、EPA が 20 世紀末までにフロ

ンを全廃するコストに比べて 35～150 倍もかかる、との結果を紹介している（割

引率 5%を使用）。また、アメリカのCO2排出量を安定化させる 2010年から 2100

年のコストlはこの期間のアメリカの生産量を 1～5%低下させ、CO2 濃度を安定

化するコストは世界経済の成長率を半減するともしている28。これに加えて

CEA 報告は温暖化の農業への悪影響にも触れているが、CEA はこの時点でのま

とめとして（温暖化の可能性とその影響に関する理解が進まない限り）、アメリ

カ経済に大きなコストを課す気候変動対策は正当化できないとしているm。結論

 
l 原文では濃度か排出量かの記載がないが、安定化水準の記述がないので排出量ではないかと思う。 
m Until such a foundation is in place, there is no justification for imposing major costs on the economy 

in order to slow the growth of greenhouse gas emissions. P. 223 
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として経済成長と環境保護は両立すべきであるが、そのための 3 つの原則とし

て、①便益と費用が見合う程度の現実的な気候変動政策、②経済的手法を優先

すべきこと、③政府は環境と健康へのリスクに関する科学と技術の情報収集へ

の支援を行うべきことを提案している（223-224 頁）。  

Darwall は、1990 年にブッシュ大統領（G.W, Bush 大統領の父親）が招集し

たWhitehouse conference on the environment and the global warmingに関連

して、アメリカは西側政府の中で温暖化の経済問題を真剣に検討した唯一の国

であったため、どちらかというと理念優先のヨーロッパ（その代表が当時のド

イツの Topfer 環境大臣）との溝が拡がったと述べている29（140 頁）。アメリカ

の環境 NGO 出身でブッシュ政権の環境保護局（EPA）長官であったライレー氏

は、コストについての知見がないままでの約束は信用できないと新聞記者に語

っている（同 141 頁）。 

気候変動枠組み条約が採択されたのは 1992 年のリオ・デ・ジャネイロでの国

連環境開発会議）（UNCED）においてであるが、先進国が 2000 年までに GHG

排出量を「1990 年水準」で「安定化」するとの原案に対してアメリカがこれを

不可能として反対し、アメリカを条約に取り込むために「従前の水準」に「戻

す」ことが GHG の排出傾向修正に貢献することを認識して政策・措置を執るこ

とで最終合意が成立した。アメリカの反対の背景には上記の費用便益分析があ

ったわけである。理念先行の欧州と科学（不確実性）と経済分析に基づくアメ

リカの対立は 2009 年のオバマ大統領の就任までこの後も長く続くこととなる。 

 次の大きな節目は 1997 年の京都議定書交渉である。京都議定書締結とコスト

の関係については京都議定書締結時にアメリカの大統領経済諮問委員会（CEA）

の経済スタッフとして働き現在 Harvard の Kennedy School の助教授

（Assistant Professor）である Aldy による著作30があるのでこれに拠って述べ

る。 

 京都議定書が締結されたのは 1997 年 12 月である。クリントン政権ではその

前年から排出削減対策の経済への影響を各省の横断的組織（Interagency 

Analytical Team、以下 IAT）で始めていた。IAT は 4 つのモデルを用い、2010

年の排出量を①1990 年と同量、②1990 年比 10％増、③同 10％減の 3 つのケー

スの分析を行い、排出権価格（MAC）、エネルギー価格、GDP ロス、雇用への

影響の 4 つの指標につき計算結果を報告した（非公開）。1997 年春には学界、

NGO などの外部専門家からなるパネルを設置し IAT の結果を提示して意見を

求めたが、委員の大半はこれに批判的であった。この理由はシナリオの数の少

なさ、技術進展の楽観的な見方、費用便益分析欠如などであった。このあと議

会から政府に対して経済分析の要請もあり、1997 年 7 月の下院の公聴会に IAT

報告案を提出し Yellen 議長が内容を説明すると共に政府の経済分析の手法につ



環境経済政策学会報告論文 2017 年 9 月 9/10 日 

 

17 

 

いて説明した。ここで注意が必要なのは IAT の分析はすべて排出権取引を前提

としていたことで、クリントン政権の気候変動政策は専ら費用効果的な手法（こ

こでは排出権取引のこと）を中心とした想定であったことである。これは従来

の規制強化や技術進展政策と大きな違いであった。 

 それはともかく IAT の分析は不評で塩漬けにされた。この結果政権からの経

済分析の説明が一向にない中で、条約の批准権を有する上院では全会一致で

Byrd-Hagel 決議が採択された。この詳細はここでは省くが、要は新たな国際条

約（京都議定書）の下で途上国も排出削減の義務を負わない場合、或いはアメ

リカ経済に深刻な影響を及ぼす場合には上院は京都で締結される条約を批准し

ないとの内容である。これに加えて国際条約を批准のために上院に諮る場合に

はその履行にかかるコストの提示も求めている。こうした中で、クリントン政

権は IAT 分析が塩漬けにされた結果、アメリカの主張を裏付ける分析無しに京

都会議に臨む結果となった。この間エネルギー省の付属機関から2010年に1990

年水準に戻すのは追加コスト無しで可能と言った極めて楽観的な報告が出てい

たに過ぎなかった。京都会議の 2 ヶ月前の 1997 年 10 月、アメリカ政府はアメ

リカの方針を決定したが、それは 2010 年（を中心とする 5 年間の年間平均）の

排出を 1990 年と同水準とし、国際排出権取引の導入と主要途上国の参加と言う

ものであった（国内的にも排出権取引導入）。これはコストを安くするための手

段であったが、京都会議の前の国際情勢から見てこれでは合意は困難であった。 

 こうしたことから、京都会議ではアメリカは自国経済への影響のデータ無し

に交渉せざるを得ない状況で、経済チームは交渉最終週に新たな提案が出るた

びに大急ぎでその経済分析を行ったが、モデルですぐに数値が出るようなもの

ではなかった。交渉終了後政府は京都議定書の国内での論議（informed public 

debate）は議定書の経済分析無しでは不可能と悟り、政府自らこれを行うこと

を決定した。これを主催したのは大統領経済諮問委員会で、議長のYellenは1998

年 3 月の議会の公聴会にこの内容を提出し、同年 7 月にはその詳細を記した文

書（The Kyoto Protocol and the President’s policies to Address Climate 

Change: Administration Economic Analysis、以下 AEA）を公開した31。ここ

で Aldy の著作を離れて AEA を見ると、排出権取引導入の場合のアメリカのコ

スト低減割合を、先進国のみでの排出権取引、これに CDM を加えた場合、先

進国と主要途上国間での排出権取引、EU 以外の先進国（当時はポーランド等旧

東欧諸国は EU 未加盟）と主要途上国間の排出権取引など 6 つのケース別に計

算し、国内のみの対策に比べて 57%－87%の削減が可能とし、このうち最も低

コストの 2 つのケースについては排出権価格、直接コストとその GDP 比を表 4

の通りとしている。しかしこのいずれも国として排出上限を負わない中国（及

びインド、メキシコ、韓国）との間の無制限排出権取引を前提としており、京
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都議定書交渉の実態から見てこれは全く非現実的であることは改めて説明する

必要もない。当然のことながらこの点に批判が集中した。ここでAldyに戻ると、

AEA のコスト分析には各種問題はあるものの、当時 EU も日本も京都議定書の

自国へのコストの公的分析は全く行っていなかったとしている。EU はその代わ

りに京都会議の前年に 2℃目標で合意している。 

 

（表 4）京都議定書遵守の為のアメリカの炭素価格、総コスト及び GDP 比 

国際排出権取引参加国 排出権価格 コスト 対 GDP 比 

EU を除く先進国+主要途
上国の参加 

$14/tCO2 70 億ドル/年 0.07% 

先進国+主要途上国の 
参加 

$23/tCO2 120 億ドル/年 0.11% 

出典：:AEA 53 頁。 

 

 上記をまとめると、京都議定書締結に際してその前年にはかなり楽観的なコ

スト分析はあったものの、これについては大きな批判にさらされ引っ込めざる

を得なかった。従って京都会議の時点では政府としての分析はなく、翌年にな

ってコストを低く見せる政府の分析（AEA）を発表したが先進国と中国等主要

途上国の無制限排出権取引を仮定するなど到底国民を納得させられるものでは

なかった。つまり形式的にはコスト分析はあったが、京都議定書の実態を反映

するそれはなかったと言うことである。但し大統領経済諮問委員会が AEA を適

切な経済分析と考えていたとは信じられない。当時気候変動問題に積極的なク

リントン・ゴア政権の圧力でこうした非現実的なケースを発表したのではない

かと思うn。参考までに下院の科学委員会が（エネルギー省の下ではあるが独立

の）エネルギー情報局（EIA）に京都議定書目標達成に向けての 6 つのシナリオ

につきアメリカ経済やエネルギーへの影響分析を依頼した。このうち 7％減を全

て CO2 で且つ国際排出権取引無し（国内はあり）で達成する場合の GDP ロス

は 4000 億ドル（GDP 比では 4.2%）、炭素価格（排出権価格）は 348 ドルと全

く異なる結果を得ている32,33。 

 次の節目は 2009年 12月の COP15にむけて 2006年から 2009 年にかけて上

下両院に多数提出された Cap and Trade 法案である。この代表的なものは既述

の W-M 法案である。この法案は 2005 年を基準とし 2020 年に 20%、2050 年に

83%削減を目指したもので、京都議定書後の 2020 年に向けての枠組みを決める

コペンハーゲンにおける COP15で当時のオバマ大統領がコミットした 2020年

の 2005年比 17%削減はこの法案を基としたものである。共同提案者のWaxman

 
n 本年 2 月 24 日にワシントンで面談した Brookings 研究所のモリス女史は当時 CEA にいた。彼女による

と CEA はコストの面から京都議定書には反対したが押し切られ、上記の CEA 報告は政治の圧力の下で書

かれたとの説明があった。 
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と Markey の両下院議員は政府の 3 つの機関（環境保護局、エネルギー情報局、

議会予算局）に法案のコスト分析を依頼したが、この点は他の C&T 法案につい

てもほぼ同様である。依頼を受けた 3 機関はそれぞれのモデルを用いて排出権

価格、GDP ロス、消費や雇用への影響を公にした。この一覧は筆者のまとめを

参照願いたいが34、ここで強調したいのはアメリカの場合コスト無しの法案提出

はあり得ないという点である。 

 最後に既設火力発電からの CO2 削減を目指すクリーンパワープラン（CPP）

の費用便益の例を挙げる。これはパリ合意に従ってアメリカが UNFCCC に提

出したプレッジ（2025 年の GHG 排出量の 2005 年比 26-28%削減、NDC とも

呼ばれる）の目玉の政策である。CPP は法律ではなく、既存の大気浄化法に基

づく規制の形をとって 2015 年 8 月に官報で公布されたo。アメリカでは大統領

令 1286635により、重要な規制の導入には費用便益分析が義務づけられている

（法律には適用されない）が、ここで義務づけられているのはコストの分析で

はなく、対策のコストとそれによる損害の回避（便益）を比較する費用便益分

析である。気候変動の費用便益で最も難しいのは気温上昇に伴う気候損害の金

銭評価（炭素の社会的費用、SCC）とそれを現在価値に換算する割引率の扱い

である。この点については省庁によって計算にばらつきが生じないようにアメ

リカ政府の統一見解を公表している36。これは世界的に著名な経済学者による３

つのモデル（DICE、PAGE、FUND）を平均して気候変動の損害額（より厳密

には CO2 を追加的に 1 トン排出することによる損害の金銭価値）の割引現在価

値（炭素の社会的費用）を定めたもので、割引率としては 3％を中心に 4 つの値

を定めている。 

 EPAはこれを用いてCPPの費用便益分析を行ったが結果は表5の通りであっ

た37。割引率 5%を用いた一部のケース以外は全てのケースで便益が費用を上回

り、これに石炭火力減による健康有害物質削減等の付随的便益を加味すると全

てのケースで便益＞費用となる。 

 

（表 5） CPP の費用便益分析 2030 年 単位 10 億ドル 

 
o 公布後直ちに訴訟が提起され現時点ではその結果待ちである。なお、トランプ大統領は 2017 年 3 月の大

統領令 13783 により CPP の見直しを指示しており、最終的にどうなるかは不透明である。 
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便益
　気候便益

     （割引率）　  5.0%

3.0%

2.5%

3.0%（95th)

　健康便益

$14-$34, $13-$31 $12-$28, $11-$26

　（割引率） (3.0%) (7.0%) (3.0%) (7.0%)

費用
純便益　　(割引率3%) $26-$45, $25-$43 $26-$43, $25-$40

（気候変動のみ）

$6.4

$20

$29

$60

原単位目標 総量目標

$6.4

$20

$29

($11.6) ($14.9)

$8.4 $5.1

$61

 
出典：CPP は原単位目標と総量目標を選択可能である。参照文献38の Table ES-9（原

単位目標）および ES-10（総量目標）から 2030 年のみを採録し、最後の行（気候変

動のみの純便益）は筆者が試算の上追加した。なお、純便益の計算に際して気候便益

は割引率 3%のそれを用いている。もし 5%を用いると原単位目標の場合のみ気候便益

（64 億ドル）＜費用（81 億ドル）となる。 

 

ここで問題は費用はアメリカのそれであるが便益は全世界のそれを用いている

点、さらに健康便益を加えることの是非で、この点を巡り論争が起こった。後

者については気候変動問題の特質から、政府の統一見解として便益は世界のそ

れを当てることとされているが、SCC に関する 2010 年の文書ではあくまで参

考としてこのうちアメリカの割合を世界の 7-23%としている。この割合を用い

て仮に便益をアメリカの気候便益に限定して CPP の費用便益分析を行うと、費

用が便益を上回る。本年 3 月のトランプの大統領令 13783 では炭素の社会的費

用を定めた文書（ここでは便益は世界の便益を使っている）の廃止を決定した

が、こうした背景があるのではないかと思われる。但し重要な規制に費用便益

分析を義務づける大統領令 12866 の見直しには触れていない。おそらく今後は

従来の炭素の社会的費用の計算方法を改め、便益をアメリカのそれに絞るよう

な新たな大統領令を出すのではないかと思われる。 

 以上を通してアメリカのコスト重視（場合によっては費用便益重視）の姿勢

が明らかになったと思う。ただ 1 点不可思議なのは、パリ協定に基づくアメリ

カの自主目標提出に際して、既述の通りオバマ政権では遵守コストを発表して

いない点である。仮に CPP が予定通り実施されてもアメリカの 2025 年目標

（2005 年比 26-28％減）の達成は極めて困難視されており39、もし政権がまじ

めに経済影響評価を行えばかなり高めとなったのではないかと思われる。筆者

の属する研究機関のモデルではアメリカの目標達成限界削減費用は

$76-400/tCO2 程度となっている。この差は最小コストの場合と非効率な政策導

入の場合の差である。仮にオバマ政権内部で試算をしていたとしてもコストの
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高さから公表しなかった可能性があるが、この辺りは我々の窺い知れないとこ

ろである。 

 

４、日本の気候変動政策の特徴と今後の課題 

 以上欧米の気候変動政策と政策決定プロセスについて述べた。これとの比較

で日本の気候変動政策をみると、日本の優れた点は技術面及び対策の細かい詰

めと積み上げによる削減目標決定方式である。反面日本に欠けているのは世界

規模でどこを目指すべきかという気候変動対策の究極目標論議（理念）とコス

ト意識の欠如である。この他政府、審議会、議会を通して科学的知見を含む専

門的論議がほとんど無い点も挙げねばならない。このあたりが今後の日本の気

候変動政策の課題である。以下こうした点について具体的に述べる。 

４－１ 日本の優れた点 技術重視の積み上げ方式 

  日本の気候変動政策（削減目標とその手段）の際だった特徴は詳細な現状

分析と全ての分野におけるあらゆる技術を駆使しての削減目標の積み上げであ

る。 

 日本は 2030 年に向けての自主的目標策定（2013 年比 26％減、2005 年比で

は 25.4％減）に際し、資源エネルギー庁審議会での審議を経て 2015 年 7 月に

長期エネルギー需給見通しを策定した。その中で原子力の安全性の確保を前提

に、①エネルギー自給率の福島事故以前を上回る水準の回復、②電力コストの

現状からの引き下げ、③欧米に遜色のない GHG 削減を目指すこととされた。長

期エネルギー需給見通しでは上記 3 つの原則を基にセクター別の詳細な省エネ

や再エネ最大導入の検討、電源別発電コストの再検証等を経てエネルギー起源

CO2 排出削減量（部門別を含む）を含む 2030 年に 2013 年比 26％削減の INDC

案で合意し、これに基づき同月に日本の目標を UNFCCC 事務局に提出した経

緯にある。ここで中核をなす 2030 年の電力需要及び電源構成は図 2 の通りとさ

れた（実質経済成長率は 1.7%）。図から言えることは前例のない大幅省エネに

よる需要減（BAU比17%減、再エネの大幅拡大（2030年の発電量の割合22-24%）、

原子力依存度の低減である（同 20-22％）である。参考までに福島事故前 10 年

間平均の発電電力量割合は再エネ 11％、原子力 27％であった。 

 

（図 2）2030 年の電力需要及び電源構成 
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出典：「長期エネルギー需給見通し」7 頁、経済産業省 2015 年 7 月。 

 

その後も目標達成を見据えて技術の面から気候変動対策と経済成長の両立を

目指すイノベーション戦略を検討し（エネルギー・環境イノベーション戦略、

2016 年 4 月）、翌月には地球温暖化対策計画を閣議決定し、その参考資料40の中

で各対策の削減量の根拠が温室効果ガス別、部門別に詳細に書かれている。対

策の中心をなすのは規制と技術開発それに助成である。これだけ詳細な削減根

拠を持った目標達成計画は見たことがない。これは INDC 提出後のことなので、

その前の段階である INDC についてアメリカ、EU のそれと比較してみると日

本の積み上げ方式の詳細さがよく分かる。 

 単純な比較であるが、INDC の頁はアメリカ 5 頁、EU も 5 頁に対して日本は

4 頁であるがこのあとに参照資料が 13 頁あり合計 17 頁である。目標達成策は

どうか。 

 アメリカは 2025 年目標（2005 年比 26~28％削減）達成に国際排出権取引を

用いることはないと述べた上で、その時点までにとった対策として乗用車（軽

トラックを含む）の燃費規制強化、建物や機器の省エネ基準などを挙げ、今後

の措置として新規及び既設火力発電所からの規制の導入（CPP 等）、トラックの

燃費規制強化、埋め立て地や石油・ガス部門でのメタン排出規制等 5 項目を挙

げている。但しこうした対策の期待排出削減量の記述はなく、こうした政策に

よってアメリカが目標達成可能という根拠は全く記されていない。 

 1990年比 40%削減を掲げるEUの自主目標はいかにもEUのそれらしく、2℃

或いは 2050 年に 90 年比世界半減目標とも整合的との記述がある。削減の対象

セクターとしてはエネルギー、産業プロセスの他、農業、廃棄物、土地利用・
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土地利用変化・森林部門が列挙されているが、このうち例えばエネルギー部門

については電力、製造業、運輸部門などでの化石燃料燃焼からの排出削減、石

油やガス生産に伴う排出削減などが列記されているがそのうちはじめの二つの

部門の記述は下記の通りである（EU の INDC からの抜粋）。 

 

 

 

しかしこれらによって目標達成が可能になる根拠の記述はない。詳細は省くが、

40％削減の切り札である CCS の実現可能性に大きな疑問符がつく中で、目標達

成は相当困難と見られる。 

 これに対して日本が提出した自主目標ではエネルギー起源 CO2（部門別）、そ

れ以外の CO2、メタン、一酸化二窒素、フロン別の削減見込み量が記述され、

森林や土地利用による吸収についても同様である。このほか再エネの内訳（例

えば太陽光 7％、風力 1.7%など）までつけた詳細な発電量構成の記述がある。

その上でエネルギー起源 CO2 については産業（業種別）、業務、家庭、運輸、

エネルギー転換部門別に 2030 年までの削減量とその具体的な手段が記載され

ており、詳細さは欧米の比ではない。即ち日本はそれだけまじめに国内の関係

審議会を動員して裏付けのある目標を提出したと言うことである。ここに記載

の全ての対策が実施されると計算上は目標を達成することが可能となる。但し
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この事が日本の目標達成を担保するものではないという点に留意が必要である。

対策のコストが不明だからである。 

 

４－２ 日本の気候変動政策に欠けている点 

4-2-1 理念の欠如 

 そもそも気候変動対策はどこまでやるべきか。EU では必ずしも科学的根拠に

よるわけではないが、工業化からの気温上昇を 2℃以内とするとの理念は共有し

ている。残念ながら日本ではこの点の論議が欠落している。勿論日本でも２℃

目標を前提にものを考える人は多数いるが、こういう人に対してなぜ２℃なの

かを聞くと世界が合意しているからとの答えしか返ってこない。中には IPCC

報告書が２℃目標を勧告していると誤解している人もいる。しかし 2℃目標の淵

源は気候変動枠組み条約第２条（条約の究極目標）から来ている。ここでは「経

済の持続的成長を損なわない範囲で危険でない濃度での安定化を目指す」とさ

れている。このうち EU では経済との両立を一旦脇に置き、危険でない濃度に

ついてどの程度までの気温上昇なら危険でないといえるかという数多くの研究

を基に、最後は価値判断を加えて 2℃目標を導き出したものである。 

日本で長期目標に最初に言及したのは 2007 年 5 月の「美しい星への誘い

（Invitation to cool earth 50）」と題する安倍首相の演説である。ここで当時の

安倍首相は目指すべき目標として、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ

るという「気候変動枠組条約」の目標の達成のためには、世界全体の排出量を

自然界の吸収量と同等のレベルに抑え込む必要がある。このため、「世界全体の

排出量を現状に比して 2050 年までに半減する」という長期目標を、全世界に共

通する目標とすることを提案した。この根拠とされたのが図 3 であるが、2001

年の IPCC 第 3 次報告書に当時世界の温室効果ガスの自然な吸収量（31 億炭素

トン）は人為的排出量（61 億炭素トン）の約 2 倍であったので、人為的排出を

半減すれば濃度は安定化するとのロジックがあった。しかしこれは正しくない。

なぜなら自然の吸収量は（排出量とは無関係に）常に一定というわけではない

からである（吸収量は濃度と気温によって変わる）。また、濃度安定化のためな

ぜ 2050 年に排出を半減するのかの論理的説明はなく、また、そうしたことはあ

り得ないが、仮にこれで濃度が安定化するにしてもこれが枠組み条約第 2 条に

言う「危険でない濃度」かどうかの検討は全く無かった。当時 EU では IPCC

第 4 次報告書の成果を基に、理念である 2℃目標達成のために危険でない気温上

昇達成可能な濃度（445-495ppmCO2e）の実現のために 2050 年排出半減を主

張していたのである。日本政府として気候変動枠組み条約第 2 条で言う気候変

動対策の究極目標として本当に 2℃目標が適当かどうかは議論せずに 2050年世

界排出半減目標を打ち出したものである。 
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（図 3）世界全体での温室効果ガスの濃度安定化 

 

出典：2007 年の中央環境審議会 21 世紀環境立国戦略特別部会第 6 回提出資料を一部簡略化したもの 

 

パリ協定はボトムアップの自主目標とトップダウンの 2℃目標（及び 2100 年

のネットゼロ排出）からなっている。気候感度にもよるが、IPCC 第 5 次報告（こ

こでは気候感度として 3℃を用いている）を見る限り 2℃目標の実現可能性は極

めて低くp、パリ協定のこの部分はいずれ破綻する可能性が高い。そうしたとき

に「危険でない濃度を持続可能な経済発展と両立する形で達成する」にはどこ

を目指すべきか、この点について国内で衆知を集めて検討の上、世界に発信す

ることが必要である。この点に関し筆者は長期 CO2 ネットゼロエミッションを

日本発の新たな理念として世界に発信すべきと考えているq。2℃目標との相違は、

第1に気温上昇を何℃以内に抑えるとの記述がないこと、第2にいつまでにCO2

ネットゼロを実現するかの期限がないことである。実はこのこと自体が非常に

困難なのであるがこの点は本稿の趣旨からずれるのでここでは省く。しかしこ

の目標が達成できなければ2℃目標は全くの絵空事になる。ただし、この場合2℃

を超えて気温が上昇する可能性がかなり高い。Geo-engineering を含めた世界レ

ベルでのリスク管理を併せて提案すべきと考える。 

 

4-2-2 コスト意識の欠如 

日本の気候変動政策立案に際して決定的に欠けているのはコスト論議である。

昨今日本で炭素の価格付け（Carbon Pricing、以下 CP）論議が盛んである。こ

 
p IPCC 第 5 次報告第 3 作業部会報告書 432 頁によれば、430-480ppmCO2e の濃度を達成するには世界の

CO2 の排出量を 2060-2080 年の間にゼロとし、2100 年には最大 150 億トン以上の negative emissions 

が必要である。この主たる手段は大量植林と BECCS（マイオマスを用い、排出される CO2 を CCS で地

中に貯留する）ことであるが、そもそも物理的にそのための土地が無いという問題があり、仮に土地があ

っても種の多様性とのトレードオフやコストを考えると、これを可能とする論文は未だ見たことが無い。 
q 昨年 5月にNature Geoscienceに発表されたGedenの論文”An actionable climate target”も気温目標の

不適切さを問い、CO2 ゼロエミッションを提唱している。 
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れは経済学的には税と排出権取引を指す。そもそも CP とは対策のコストを極力

下げる（効率的に行う）ための手段である。コストが高いと必要な対策が打て

ない、つまり対策実施に国民の理解が得られないことからそれを最小コストで

実施する手段が CP なのであるr。つまりコスト論議は当該政策の実現可能性に

大きく影響するが、日本の削減目標自体についてコスト論議がないのはどうい

うことか理解に苦しむところである。 

 コストの検討が無い最近の例をいくつか挙げる。2030 年に向けての中期目標

（2030 年に 2013 年比 26％減）決定に際して、その基となった長期エネルギー

需給見通しでは費用便益はまだしも対策コストも全く示されなかったs。筆者は

これを Price-tag 無しの政策の国民への売りつけと称している。これではこの政

策を受け入れるかどうかの判断が出来ない。しかしこの責任は政府のみに負わ

すことは酷というものである。なぜならマスメディアもこの点全く追求せず、

専ら欧米との削減率の表面的な差のみを論じており、国民もまた、政府に対し

てコストの開示を要求しない、更に言えば議会が専門家を招いてこの点に関す

る集中審議を行うこともないというのが現実の姿だからである。甚だしいのは

政府審議会の場でさえこうした議論は極めてまれである。ものの売買を値札を

見ないで行うという取引の基本を忘れた政策決定がまかり通っているのが日本

である。効率性（CP）以前の問題である。 

 他の例を挙げる。2017 年 3 月 16 日環境省の長期低炭素ビジョンがまとまり

発表された。冒頭でこれはあくまでビジョンであり戦略或いはそれに向けた具

体的プログラムはこのビジョンを参考に策定されるとの記述があるのでこの文

書のみで判断することは早計かも知れないが、ここではパリ協定、2℃目標、炭

素バジェット（2℃以内に留まるための許容排出量）を絶対目標として置き、そ

れに向けた日本での 2050 年 80％削減目標達成の絵姿を描いている。しかしそ

れに関わるコストの提示はこれ以前も含めて一切無い。コストの検証無しにど

のようにして「世界に先駆けて大幅削減と豊かさを同時に実現する課題解決先

 
r 本来炭素税（或いは排出権取引）を理想的に機能させようとすれば税の導入と同時に既存のあらゆる規

制を撤廃するのが筋である。EU で EUETS と再エネ導入目標が併用されたために EUETS の効率性が阻

害されたことは専門家の一致した意見である（書き方には曖昧さが残るが IPCC 第 5 次第 3 作業部会報告

1113,1182 頁参照）。 
s 2017 年 3 月 1 日の中央環境審議会地球環境部会長期低炭素ビジョン小委員会（第 13 回）で配布された

長期低炭素ビジョン（案）では「2016 年 5 月に閣議決定された『地球温暖化対策計画』では、エネルギー

ミックスと整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の課題等を十分に考慮した裏付けのある対策・

施策や技術の積み上げによって策定したものとして 2030年度に 2013年度比 26.0％削減という中期目標を

掲げた」（下線筆者）との追加記述あるが（15 頁）、コスト面の課題というのは一体何をどのように検討し

たのか筆者は全く承知していない。ただし、前述の長期エネルギー需給見通し決定に際して電源別発電コ

ストについては再エネの FIT 買い取り価格、原子力の賠償コスト、CO2 価格見通しなどを加味した詳細な

見直しを行っているので、或いはこのことを指しているのかもしれない。しかしこれは日本の約束草案実

施のコストとは別物である。

http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/006/pdf/0

06_05.pdf 参照 

http://www.env.go.jp/press/y0618-13/mat02.pdf
http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/006/pdf/006_05.pdf
http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/mitoshi/cost_wg/006/pdf/006_05.pdf
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進国となる（同報告書 31 頁）」絵姿を描けるのだろうか。 

経済産業省の方はどうか。長期目標検討は「長期地球温暖化対策プラットフ

ォーム」で行われ、2017 年 4 月に報告書が発表された。ここでは基本的考え方

として、持続可能な発展が地球温暖化対策の大目的であり、地球温暖化防止の

ためには、地球全体の温室効果ガス削減が必要であるとしている。方向性とし

ては、日本だけで地球温暖化問題に立ち向かうには限界があるとして 3 本の矢

（削減への国際貢献、グローバル・バリューチェーンを通したゼロ排出、イノ

ベーションの促進）が挙げられている。 

報告書で特筆すべきは、第 1 にパリ協定での 2℃或いは 1.5℃目標をわが国は

如何に捉えるべきかとの問題を提起してこれを必ずしも絶対視してはいないこ

と、第 2 は気候変動問題に関する各種不確実性を取り上げている点で、こうし

た観点は環境省委員会の報告にはない。しかしこの報告書でも環境省報告書と

同様 2050 年 80％目標を国内対策で実施する場合（或いは別の形で達成する場

合）のコストの提示がなく、国際競争力への影響も不明である。今後環境省及

び経済産業省の報告書を基に日本の長期対策の詰めが行われるが、その際は対

策のコストを国民に開示しその是非を問うべきである。そもそも気候変動対策

には相当なコストがかかるので、限られた資源・資金の中でこちらに配分され

る分は他の重要案件に回すことはできない。気候変動対策にどこまでコストを

かけるのか、そして他の重要案件との効率的資源配分の観点から見るとどうか、

こうした政策決定に最も重要な要素の一つはコストである。このままでは 2030

年の中期目標同様コスト無しの政策提案と決定となるリスクがある。 

 しかし過去には詳細なコスト分析を基に気候変動政策が決定された例がある。

2008年から2009年にかけて麻生内閣の下で策定された2020年に向けての日本

の中期目標がそれである。 

 コペンハーゲンで開催された COP15で 2020年に向けたポスト京都の枠組み

を決めることとなっており、EU は 2020 年までに 90 年比 20％削減（他の先進

国が続くなら 30%削減）、アメリカはワックスマン・マーキー法案の成立を見越

して 2020 年に 2005 年比 17％減との対処方針を明らかにしていた。こうした中

で日本の方針を定めるべく麻生首相（当時）は内閣府に地球温暖化問題に関す

る懇談会を設置しその下に中期目標検討委員会が設けられた。中期目標検討委

員会は 2008 年 11 月に第 1 回会合を開き、都合 7 回の会合を経て 2009 年 4 月

に日本の目標として 6 つの選択肢を示し、この後公聴会、親委員会での論議を

経て最終的に COP15 の半年前の 6 月に麻生首相が日本の 2020 年目標として

2005 年比 15%減を決定した。このプロセスの従来との相違はモデルの専門家に

よるコストの検証がきちんと行われたこと（GDP への影響、可処分所得への影

響など）、日本の目標と他国の目標との比較が単なる表面的な削減率ではなく、
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限界費用や GDP あたりコストなど従来無かった指標で比較され、国際競争力へ

の影響なども検証されたことで、まさに画期的で、この時点では日本の政策決

定プロセスは一時的に欧米を凌いだと言っても過言ではない。しかしこれは 3

ヶ月後に成立した鳩山新政権によって全面否定され、その結果麻生政権下での

15％削減は幻に終わったが、このときに初めて日本の気候変動目標策定に際し

てきちんとしたコスト面での検証が行われたという意味で、政策立案プロセス

として記録に残すべきものであった。2011 年の福島原子力事故のあとエネルギ

ーと気候変動対策の両立を目指したエネルギー・環境会議の議論で類似のプロ

セスが指向され、モデル専門家によるかなり詰めた議論が行われた。しかし後

述の通り最終段階で内容の開示に際してコストを低く見せようとする政権の意

向が色濃く反映され、折角の経済分析が国民に分かりやすい形で示されなかっ

たのは残念な次第であった。以下麻生内閣での中期目標検討内容をごく簡単に

まとめる。 

  第 1 に強調せねばならないのは第 1 回会合に提出された中期目標検討委員

会設置の趣旨で、そこには「検討は、内外に説得的に発信できるよう、モデル

分析等を精緻に行うなど科学的、理論的に行うべき。また、地球温暖化問題の

解決、経済成長、資源・エネルギー問題が両立するよう総合的な観点から検討

を行うことが必要」と謳われていることである。この趣旨に沿って国立環境研

究所、日本エネルギー経済研究所、日本経済研究センター、地球産業技術研究

機構（RITE）の責任者（或いはそれに準じる専門家）などそれぞれ気候変動問

題に造詣の深い専門家が委員に就任し、この委員会にモデルの専門家を招いて

質の高い論議が交わされたことである。 

第 2 として、この委員会では国環研、慶応、RITE など 5 つの研究機関 8 つ

のモデルの結果から 6 つの選択肢に絞り込み、各選択肢について経済への諸影

響、必要な対策と政策、国際競争力への影響などを詳らかにした上で国民に問

うたことである。これも委員会設置の趣旨にあるとおりである。 

 6 つの選択肢とは、①従来の努力継続ケースで、2005 年比 4%減、この場合の

日本の限界削減費用（炭素価格に相当）はアメリカ、EU のそれとほぼ等しくな

る（目標とする削減率はアメリカ 17%、EU20%と日本より高いが、限界削減費

用で測った削減の努力としてはこの削減水準で欧米と同等の努力とみなされ

る）、②先進国全体で 90 年比 25%削減をする場合の限界削減費用（25％削減の

ための先進国共通炭素税）を計算し、これを日本に当てはめた場合の日本の削

減割合、③経済産業省の長期エネルギー需給見通しのうち強制を伴わずに最先

端の省エネ機器を導入するケース、④先進国全体で 90 年比 25％削減という意

味ではケース②と同じであるが、先進国間で GDP あたりコストを等しくする場

合の日本の削減割合、⑤はケース③に加えて最新機器導入規制や更新時期前の
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機器の一定割合も最新機器への入れ替えを行うケース、⑥は全ての先進国が一

律 90 年比 25%削減する場合である。これらをまとめたのが下表である。 

 

図 5-2 中期目標の 6 つの選択肢の概要（目標年は 2020 年） 

 
出典：国立国会図書館41。各選択肢の削減率のうち上段は 2005 年比、下段括弧内は 1990 年比。 

 

この委員会では極めて密度の高い議論が交わされており、また、太陽光発電・

次世代自動車の導入量や電源構成など目標達成に向けての詳細な技術的検討も

ある（第 7 回委員会資料 1 添付①、②）。まさに世界に恥じないプロセスである。 

検討の過程を通して各モデルの信頼度或いは得意分野が明らかになったがこ

こではこの点には触れずに、モデルによる差がどの程度あったかを示したのが

下記の表である。ここは一般均衡モデルの比較なので RITE のモデルの計算結

果は出ていないが、一般的には慶応モデルと RITE モデルが似た結果を示して

いた。 

 

表 5-3 一般均衡・マクロモデルの分析結果比較 

可処分所得及び限界削減費用のみ抜粋 

AIM
(CGE)

慶應
(CGE）

日経センター
（CGE）

日経センター
マクロ

選択肢① 基準ケース 0 0 0 0

          可処分所得(%) ▲1.1 ▲3.1 ▲0.8 ▲0.7
          限界削減費用（円） 10,099 18,332 14,519 18,093

          可処分所得(%) ▲2.3 ▲8.2 ▲1.9 ▲2.1
          限界削減費用（円） 28,430 46,764 33,684 43,719

          可処分所得(%) ▲9.1 ▲15.9 ▲4.5 ▲5.6
          限界削減費用（円） 61,029 87,667 81,555 99,883

選択肢③　05年比ｰ14%（90年比－7%）

選択肢⑤　05年比ｰ21%（90年比－15%）

選択肢⑥　05年比ｰ30%（90年比－25%）
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第 7 回中期目標検討委員会資料 1 添付 3 を基に筆者作成 

 

 中期目標検討委員会の役割は選択肢の絞り込みで終わり、この後公聴会、親

委員会である「地球温暖化問題に関する懇談会」での論議を経て最終的に麻生

首相が日本の 2020 年目標として 2005 年比 15%減を決定した。麻生首相は選択

肢③に拠りつつ削減率を 1％上乗せして 15％とした根拠として、主要国の全員

参加と日本のリーダーシップ、環境と経済の両立、長期目標の実現の 3 つの基

本原則から、太陽光を選択肢③の 10 倍から 20 倍にすること等で追加コスト 10

億円を覚悟して世界をリードする目標としたと語っている。ここで特筆すべき

は目標実現には国民の負担が必須とした上で、「削減量が大きければ大きいほど

よいという精神論を繰り返すことは、国民の皆さんに対して、無責任である」

と言い切っていることである（2009 年 6 月 10 日記者会見）。 

 しかしこうした世界に冠たる政策立案プロセスを経て首相の決断で決定した

日本の中期目標はその後の政権交代でいとも簡単に反古にされた。新政権は

1990 年比 25%減（2005 年比では 30%減）を決定した後に、その達成の方策と

コストを早急に国民に示して合意を得るべく地球温暖化問題に関する閣僚委員

会の下にタスクフォースを設置した（事務局内閣官房、筆者は委員の一人であ

った）。その目的は 90 年比 25%削減を実施しても経済や家計への影響は余り大

きくならないことを国民に示すことにあった。しかしモデル分析を担当したの

は麻生政権時と同じ 5 つの機関であったため、政権が変わったからと言ってコ

ストが変わるはずはない。タスクフォースでは 2009 年 11 月 24 日に中間報告を

とりまとめた上で今後の方向を示したが、この内容は政権の期待に沿わず、タ

スクフォースは自然消滅となった。 

2011 年 6 月、同年 3 月の福島原子力事故を受け、2030 年に向けた気候変動

対策と両立するエネルギー政策の策定を目的として関係閣僚からなる「エネル

ギー・環境会議」が発足した。ここでは電源別発電コストの詳細な検討を行っ

た上、麻生内閣当時と同様本格的な論議が交わされたが、事故の後と言うこと

もあって中心は原発比率におかれ、これに関して 3つの選択肢（原発比率 0、15、

20-25%）が提示された。各選択肢に関する経済影響分析は 4 つのモデルの参加

を得て行われ、ここには選択肢毎に CO2 排出量（およびそれに応じた限界削減

費用）や GDP、産業構造、電力価格、雇用も含む本格的な経済分析が実施され、

その成果はネット上で公開された42。この議論に参加したモデル専門家によると、

当時の議論の質は麻生内閣当時のそれを上回る程であり、且つ各モデルの中身

の精査も厳しく行われたようである。しかし最終的に国民に示された選択肢で

はコストは対 GDP 比および家庭の電気代が示されたのみで、しかも GDP への

影響については対策によって 2030 年の GDP がどの程度減るか（これが世界の

通常のコストの表示方法である）は括弧書きで、その代わりに 2010 年の GDP
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との対比を前面に出すなど、極力コストを安く見せようとの政治的意志を窺わ

せるものであった43（対策後の 2030 年の GDP は対策無しの 2030 年の GDP に

比べると減少するが、経済成長によって絶対額は 2010 年のそれよりも大きくな

るので、一見したところ対策をとっても GDP が増えるように見える。しかし対

策をとらなければもっと増えるのでこの差が本来のコストである）。また、ここ

では国際競争力への影響には言及がない。折角モデル専門家を活用しながら客

観的に国民に真のコストを提示するという形とは離れてしまったのは残念な結

果であった。 

上記の経緯で、折角モデルによる精緻な分析が進化している中で、政策のコ

ストを添えて国民に選択肢を提示し、その声を聞いた上で政治家が最終判断す

るという流れはここで絶え、その後のパリ協定に向けての日本の 2030 年目標制

定、さらには 2050 年の長期目標に関する環境省、経済産業省の報告書にはコス

ト論議が抜け落ちている。日本はこの点でアメリカと対極にある。コスト無し

の目標制定は実現可能性を全く考えない目標制定と同じで、実現可能性には大

きな疑念がある。いくら国が目標を決めたからと言ってコストを全く無視して

目標達成に邁進することはあまりに不合理だからである。先述の通り筆者は環

境省及び経済産業省の報告書を基に今後の長期目標策定に際しては、是非とも

経済への影響の詳細及び国際競争力への影響が開示されることを強く望むもの

である。また、この点に関して議会での議論、専門家の間での議論の活発化を

期待するとともに、従来こうした点を全く指摘してこなかったマスメディアに

この重要性を認識してほしいと願っている。 

4.2.3 専門家抜きの政策立案  

 欧米との比較で目立つのはわが国の気候変動政策策定過程で専門家の知見が

ほとんど活用されていないことである。例を挙げるとアメリカで費用便益分析

に関する大統領令を実施する際にすべての省庁が足並みをそろえるために出さ

れた行政管理予算局指示文書 A-444、その後に出された炭素の社会的費用（SCC）

検討文書45,46の内容と専門家の貢献である。行政管理予算局指示文書を子細に見

るとその内容は詳細且つ学問的である点に驚かされる。たとえば環境の価値の

計測方法としての revealed preference method（顕示選好法）や stated 

preference method（表明選好法）の説明や現世代と将来世代間も含めた割引率

の考え方などが詳述されている。また、費用便益分析は配分問題は無視したも

ので、且つ経済効率のみで物事を判断すべきものではない点などの注意書きも

しっかりしている。特筆すべきはこの指示書原案は一般の意見と共に Harvard、

Duke、Stanford など主要大学の専門家 8 名による peer review も受けている点

である。また、アメリカ政府として SCC を公表した検討文書が準拠したのがこ

の分野で名の知れた Yale の Nordhaus 教授、Sussex の Tol 教授、Cambridge
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の Hope 教授による 3 つのモデルで、これらのモデルの内容と特徴を詳細に紹

介した上で、この損害函数を用いて損害額を計算している。この中で気候感度

について IPCC 第 4 次報告書の記述及びその執筆者（lead authors）との面談を

通して確率密度関数および Best Estimate を求めている。割引率についても市

場重視（descriptive）と倫理重視（prescriptive、将来世代の経済厚生を現在世

代が割り引くことを良しとせずゼロ或いは低い割引率を適用しようという主張）

についてこの面での先駆的研究である Ramsey や Arrow の文献を参照し、最終

的に中心値を 3％とするが descriptive に配慮して 5%、prescriptive に配慮して

2.5%、さらに Abrupt Change も勘案してこれ以上の数値を用いることを決定し

た上で、割引率ごとの SCC を計算している。SCC の文書は政府内だけで作成さ

れたが、この事は政府内に多数の Economist がいることを示している。実際欧

米で政府の職員と面談すると Economist の名刺を持つ職員によく出会う。例え

ば筆者がよく知っている Duke 大学の Pizer 教授は一時期財務省に Economist

として勤務していた。 

 政策決定に際しての専門家の助言の例としてはこのほかドイツの WBGU や

イギリスの CCC などがあるが、これらについては既に本文中で述べてので、こ

こでは省略する。 

 翻って日本の政策決定過程はどうか。日本の場合には専門家を政府部内には

おかず、専門家の知見は審議会を通して反映する仕組みとなっている。それで

は審議会委員は本当の専門家か。筆者はこの点に大きな疑問を持つものである。

筆者は過去気候変動関係の審議会の委員として数多くの会合に出席してきたが、

そこは利害関係者（団体）、消費者、NGO といった人たちが多く、学者と言っ

ても本当に気候変動のことを研究している人は相対的に少ない。つまり専門家

だけの深い議論はそもそも期待できない構成になっている。これに加えて一般

論として委員の数が多く、各委員の発言は基本的には 1 回、多くても 2 回程度

が多く、委員の間での議論は例外を除き無い。この状況は環境省、経済産業省

の委員会とも変わらない。こうした中で気候感度を含む気候変動問題の複雑さ、

その一環としての炭素バジェットの突っ込んだ議論などは先ず不可能である。

よく言われるように審議会は行政官庁の隠れ蓑で、官僚がやりたい政策を裏書

きする機関（列び大名）となっているのではないか。 

 これに加えて立法府でも気候変動問題に深い理解を有する政治家は少ない。

国会議員は早朝から各種事案に関して勉強会を開き、各方面の専門家を招いて

意見を聞いている点は筆者も良く承知している。しかし国会での委員会の議論

でコストの論議は極めてまれで、実際京都議定書やパリ協定の批准の場面では

当該条約の日本経済や国際競争力に与える影響などの数字に基づいた論議は一

切無かったと承知している。要は立法府でのチェック機能が働いていないので
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ある。この関連で参考にすべきはイギリスで、気候変動問題の政策立案に際し

て経済への影響（コスト）や国際競争力問題、エネルギー安定供給問題等必ず

考慮すべき諸点が法律で規定され、少数の専門家からなる委員会がこれに基づ

き政府に勧告をし、これに政府が答え議会も論議する、これがシステムとして

確立している。筆者はイギリスの政策に必ずしも賛同するものではないが、日

本に比べると透明で科学的根拠で物事が動く仕組みが出来ていると思う。 

 

以上、欧米との比較で日本の気候変動政策に欠けている点を詳細に述べてきた。

第 1 は理念の欠如、第 2 はコスト意識の欠如、第 3 は専門家不在の政策決定で

ある。そしてこれら全てに共通しているのが気候変動を持続可能な発展の文脈

で捉える考え方である。僅かに経済産業省の「長期地球温暖化対策プラットフ

ォーム」がこうした視点を前面に出しておりこの点筆者は高く評価するもので

ある。最終報告にコスト面の分析が明記され、議会でもこの点の論議が交わさ

れることを期待するものである。 

以上 
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